反対討論

　6番、金崎ひさでございます。議案第48号「令和2年度葉山町一般会計予算」に反対、議案第49号から51号の3特別会計および議案第52号「令和2年度葉山町下水道事業会計予算」に賛成の立場で、討論に参加させていただきます。

予算特別委員会の委員として、令和2年度予算の審査を綿密にさせていただきました。随所に職員の並々ならぬ努力を感じ、賛同すべきものと思いました。しかし、ただ1点、学校給食センター整備事業についての町長の姿勢に疑問を感じています。3日に行われました町長質問において、学校給食センター整備に関する町長の決意をお聞きしたいと思いました。この事業は、牧場経営者が土地を無償で提供する、との話から始まりましたが、最初の覚書では、牧場経営を目的とした土地所有者が造成計画を中止または中断する場合は給食センターに必要な用地を不動産算定価格で町が買う、という取り決めになっていました。この土地は土砂災害特別警戒区域であり、安心して給食センターを設置できる場所ではなく、買うことになる可能性を秘めていることを問題視しました。その後、覚書は「疑義が生じた場合は誠意をもって協議する」と変更されました。町の計画としては事業者が土砂災害特別警戒区域の解除に向けて、適切な処置をし、整地をした上で、無償で給食センター用地を町に譲渡し、16億1千万円で完成させるというものです。これが計画通りに進むかどうかは、事業者の姿が見えない議会としては判断に困りました。担当課との審査の折、何を信用すれば良いのか、との質問に、この覚書を信用してくれ、との答弁がありました。この覚書は山梨町長とコーシンファーム代表締役との連名で成されたものであります。よって、町長に対し、事業者との信頼関係を述べてもらい、町長の交渉能力を最大限に発揮して覚書どおり進めます、とのしっかりとした答弁が欲しかったので、町長質問に取り上げました。給食センター建設に強い思い入れを持っており、何としてでもさまざまな懸念を払拭できるよう責任を持って進めます、という町長答弁があれば、私はそれで納得をして賛成したと思います。それはトップとしてのまちづくりへの想いであり提案だと考えるからです。しかし、皆さま、お聞きになったと思いますが、町長からは最後まで政治生命をかけて進めたいという意思表示はなく、議会の皆さまの議決権を行使してください、との一点張りでした。これは提案者としての町長の責任回避だと思います。皆さまはこの件について責任が取れますか。今回の議決は大変重いものと考えます。私は責任が持てないという意思表示で反対をさせていただきます。まず、町は計画通り、道路用地の取得と土壌調査を済ませ、令和2年にはプロポーザルによる1億円の設計施工一括の予算化をしています。しかし、事業者は未だ道路拡幅にも手をつけず、牧場用地を含めた計画図や造成内容、年次計画など何も示していません。そのような中で賛成するには、どうしても町長の決意と覚悟を示していただくしかないと考えましたが、残念ながら、最後まで町長は明確な意思表示をされませんでした。そして、町長の周りで賛成意見があるかどうかお聞きしましたが、それすら確信を持っての答弁を避けたように思います。だからこそ、町民の代表である議会の議決権を行使してくれ、との他力本願の言い回しになったと思います。私はあらゆる機会を捉えて、多くの町民の方にご意見を伺いましたが、誰一人として、この場所、この経費での給食センター建設に賛成という意見がありませんでした。むしろ、不安を感じるとの意見ばかりでした。よって、町民の代表として反対の意思表示をいたします。予算特別委員会の採決の結果から判断すると、この予算はこのまま進むことになる可能性があります。町は事業者の負担で造成が進み、無償で給食センター建設用地を手に入れ、土砂災害特別警戒区域が解除され、町の持ち出しは16億1千万円の経費のみでことが進むと予想していると思います。しかし、昨今では想定外のことがしばしば起こっています。予想外の支出や天変地異、牧場の臭気や疫病対策等の衛生管理などなど不安は山積みです。この不安が的中しないことを、ただただ、祈ることしかできないことを口惜しく感じています。そして、土砂災害特別警戒区域の解除について、私は今後、給食センターを運営していくためには必須条件と思っています。レッドゾーン解除と安全を図るということは別問題である、などとの問題のすり替えをせず、覚書の第4項にあるように、事業者に対し、土砂災害特別警戒区域の指定解除に必要な工事をさせるよう、町長が責任を持って指導するようきつく申し上げ、「令和2年度一般会計予算」に関する私の反対討論といたします。
